
介
護
保
険
規
則
の
改
正

 
 

新
旧

対
照

表
 

 

○
青

梅
市

介
護

保
険

規
則

（
平

成
1
2年

規
則

第
2
8
号
）
 

改
正

後
 

現
行
 

備
考
 

別
表

第
２

（
第

4
9条

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

4
9条

関
係

）
 

 

 
該

当
条
項
 

減
免

割
合
 

減
免

理
由
 

添
付

書
類
 

 
 

該
当

条
項
 

減
免

割
合
 

減
免

理
由
 

添
付

書
類
 

 
 

 
条

例
第
９

条
第

１
項

第
１

号
 

1
0
割
 

住
居

の
全

壊
、
全
焼

ま
た

は

流
失
 

消
防

署
、

警
察

署
等

が
発

行
す

る
証

明
書
 

 
 

条
例

第
９

条
第

１
項

第
１

号
 

1
0
割
 

住
居

の
全

壊
も

し
く

は
半

壊
ま

た
は

全
焼

も
し

く
は

半
焼

の
損

害
を

受
け

た
と

き
。
 

消
防

署
、

警
察

署
等

が
発

行
す

る
証

明
書
 

 
 

7
割
 

住
居

の
半

壊
ま

た
は

半
焼
 

5
割
 

床
上

浸
水
 

家
財

の
３

分
の

１
以

上
の

損
害
 

 
略

 
1
0
割
 

略
 

略
 

 
 

略
 

略
 

略
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

付
 

則
 

 
（

施
行

期
日

）
 

 
 

１
 

こ
の

規
則

は
、

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
改

正
後

の
青

梅
市

介
護

保
険

規
則

に
よ

る
床

上
浸

水
お

よ
び

家
財

の
３

分
の

１
以

上
の

損
害

に

か
か

る
減

免
割

合
の

規
定

は
、

平
成
3
1
年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す
る

。
 

 
 

 
（

経
過

措
置

）
 

 
 

２
 

こ
の

規
則

に
よ

る
改

正
後

の
青
梅

市
介

護
保

険
規

則
の

規
定
は

、
こ

の
規

則
の

施
行

の
日

以
後

に
減

免
す

べ
き

事
由
が

生
じ

た
介

護
保

険
料

の
減
免

に
つ

い
て

適

用
し

、
同

日
前

に
減

免
す

べ
き

事
由
が

生
じ

た
介

護
保

険
料

の
減
免

に
つ

い
て

は
 

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

 
 

 
 

 

 

資
料
２
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